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 2023年 11月 30日 

各  位 
会 社 名 ＧＦＡ株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 片 田  朋 希 

 （コード番号：8783 スタンダード） 

問い合わせ 経 営 企 画 部 部 長 高士  隼人 

 （TEL. 03-6432-9140） 

 

 

（開示事項の経過）美容脱毛サロン事業の譲渡に関する基本合意のお知らせ 

（事業譲渡本契約の締結(最終合意)） 
 

 

当社は、2023年 11月 30日開催の取締役会において、2023年９月 20日付「美容脱毛サロン事業の

譲渡に関する基本合意のお知らせ」において開示のとおり、株式会社ミュゼプラチナム（以下、「ミ

ュゼ」と言います。）と美容脱毛サロン事業について事業譲渡本契約の締結（最終合意）を行うこと

となりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．最終合意に至るまでの経緯 

2023 年９月 20 日付「美容脱毛サロン事業の譲渡に関する基本合意のお知らせ」において開示のとお

り、基本合意契約締結後、ミュゼへの事業譲渡における取引条件および当社とミュゼがどのようなパー

トナーシップを元に協業するか等について、鋭意協議を重ねてきました。 

2023年 10月５日付「（開示事項の経過）美容脱毛サロン事業の譲渡に関する基本合意のお知らせ(当

社関連会社の株式会社エピソワへの出資) 」において開示のとおり、ミュゼより当社の展開してきた店

舗運営体制の再構築に一定の評価をいただいた結果、安定した店舗運営の環境整備を持続するべく、店

舗運営実務を担う株式会社エピソワに対して、ミュゼの親会社である船井電機・ホールディングス株式

会社より出資を受けております。 

これにより、ミュゼとは協力的な協業体制を築きながら、当社グループの経営アセットを活用し、

美容脱毛サロンとの様々なコラボレーションを実施し、株主である関係各社（当社グループ含む）の

利益貢献に尽力することが可能となります。 

また、キレイモの店舗運営実務を担う当社関連会社の株式会社エピソワは、引き続きミュゼから店

舗運営業務を委託されます。その業務委託の対価として、ミュゼより従業員給与を中心とする固定費

に一定の割合を上乗せする形で業務委託費を受けることなり、収益改善も見込まれます。 

本件事業譲渡後にも、当社とミュゼは協力的な協業体制を築いていくことを両社約束し、本件譲渡

の最終合意に至りました。 

 

 

２．最終合意の取引内容 

（１）事業譲渡の内容 

   譲渡対象：美容脱毛サロン「キレイモ」の運営 28店舗すべての運営・管理 

 

（確定した取引条件） 

 

１．当社はミュゼに対して、当社の運営するすべての店舗について事業譲渡を行うものとする 

２．本事業譲渡により、当社に所属する従業員はミュゼに移管されないものとする 
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３．当社関連会社である株式会社エピソワに所属する従業員は、ミュゼの傘下となる店舗において継

続して勤務することとし、その内容に沿った業務委託契約を株式会社エピソワとミュゼの間で締

結するものとする 
 

（２）美容脱毛サロン事業の経営成績及び当社グループ連結の 2023年３月期実績 

 
美容脱毛サロン事業 

（2022年 10月～2023年３月） 
当社 2023年３月期連結実績 

売 上 高 75百万円 2,353百万円 

売 上 総 利 益 20百万円 957百万円 

営 業 利 益 ▲628百万円 ▲1,927百万円 

経 常 利 益 ▲613百万円 ▲2,068百万円 

 

（３）譲渡の対象となる資産、負債及び金額（2023年９月 30日現在） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

商品 30百万円 全 28店舗の契約負債 717百万円 

貯蔵品 84百万円   

建物 295百万円   

建物附属設備 87百万円   

器具備品 ４百万円   

一括償却資産 ４百万円   

商標権 245百万円   

保証金 128百万円   

合  計 881百万円 合  計 717百万円 

 

（４）譲渡価額及び決済方法 

商流移管に伴う譲渡対象資産の帳簿価額等を基礎として、譲渡価額及び決済方法について当事者間

で協議のうえで決定しております。 

 

 譲渡価額 900百万円（税抜） 

決済方法 現金決済になります。なお、ミュゼは本事業に関する契約負債の一切を引き受けること 

に合意していることから、2022年 10月１日～2023年 11月 30日までに発生した契約負 

債のうち残契約負債の金額を本譲渡価額と相殺します。よって、本譲渡価額から残契約 

負債を差し引いた金額が当社に支払われることとなります。 

当社に支払われる金額につきましては、2023年 11月 30日以降、金額が確定次第、お知 

らせいたします。 

 

 

３．譲渡先の概要 

（１） 名 称 株式会社ミュゼプラチナム 

（２） 所 在 地 東京都港区台場二丁目３番 5号台場ガーデンシティ 11階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 上田 智一 

（４） 事 業 内 容 美容業（脱毛サロン）の経営 

（５） 資 本 金 10,000千円 

（６） 設 立 年 月 日 2012年 12月 13日 

（７） 大株主及び持株比率 船井電機・ホールディングス 100％ 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 当社から 370百万円の貸付を行っております。 

関連当事者

への該当状

況 

該当事項はありません。 

※譲渡先の意向により、純資産及び総資産については非開示としております。 
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４．日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2023年 11月 30日 

（２） 譲 渡 契 約 締 結 日 2023年 11月 30日 

（３） 事 業 譲 渡 実 行 日 2023年 12月 11日 

※本事業譲渡は、会社法第 467条第１項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社の株主

総会の決議を要しません。 

 

 

５．今後の見通し 

 本事業譲渡に伴い、2024年３月期決算に与える影響につきましては現在精査中です。なお、その他

の要因も含め業績予想が必要と判断される場合には速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


